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(57)【要約】
【課題】　本発明の課題は、可動性の制約、及び有効範
囲や複雑性の限定を低減する医療用送達または取り外し
の装置を提供することにある。
【解決手段】　装置は、外壁を備える管状本体と、外壁
によって規定されるとともに腹腔鏡医療装置を収納する
寸法に形成される装置管腔と、管状本体の外壁内に配置
されるワイヤ管腔と、装置管腔およびワイヤ管腔を通し
て配置されるワイヤとを備える。ワイヤ管腔は装置管腔
と同心上になく、管状本体の近位端における近位ワイヤ
開口部と、前記管状本体の遠位端における遠位ワイヤ開
口部とを備え、且つ装置管腔より小さな径を有する。ワ
イヤは腹腔鏡医療装置に着脱自在に構成された取り付け
コンポーネントを備える。
【選択図】　　　図１４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送達または取り外しの装置であって、
　（ａ）外壁を備える管状本体と、
　（ｂ）前記管状本体の外壁によって規定されるとともに、腹腔鏡医療装置を収納する寸
法に形成される装置管腔であって、同装置管腔は、前記管状本体の近位端における近位装
置開口部と、前記管状本体の遠位端における遠位装置開口部とを更に備える、前記装置管
腔と、
　（ｃ）前記管状本体の外壁内に配置されるワイヤ管腔であって、同ワイヤ管腔は該装置
管腔と同心上になく、前記管状本体の近位端における近位ワイヤ開口部と、前記管状本体
の遠位端における遠位ワイヤ開口部とを備え、且つ該装置管腔より小さな径を有する、前
記ワイヤ管腔と、
　（ｄ）前記装置管腔および前記ワイヤ管腔を通して配置されるワイヤであって、同ワイ
ヤが、該腹腔鏡医療装置に着脱自在に構成された取り付けコンポーネントを備える、前記
ワイヤと
を備えることを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記取り付けコンポーネントがボールであることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記管状本体が、前記管状本体の遠位端における突出部を備え、前記突出部が、前記ワ
イヤ管腔を更に規定することを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記突出部が、前記腹腔鏡医療装置を収納するように構成された装置収納コンポーネン
トを更に備えることを特徴とする請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記装置収納コンポーネントが、前記腹腔鏡医療装置に磁気的に連結するように構成さ
れた少なくとも１つの磁石を備え、それによって前記腹腔鏡医療装置が前記装置収納コン
ポーネントに解放可能に連結されることを特徴とする請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記突出部は、前記管状本体の外壁の一部によって規定されることを特徴とする請求項
３に記載の装置。
【請求項７】
　前記ワイヤは、同ワイヤが該ワイヤ管腔における基端側方向へ移動することにより、該
ワイヤが該装置管腔における先端側方向へ移動するように、該装置管腔と該ワイヤ管腔と
を通して配置されることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記装置管腔は、該外壁の内側表面と同延であることを特徴とする請求項１に記載の装
置。
【請求項９】
　前記管状本体は、腹腔鏡ポートまたは生理的開口部を通して配置可能な寸法に形成され
ることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記装置管腔は、該外壁の内側壁面によって更に規定されることを特徴とする請求項１
に記載の装置。
【請求項１１】
　前記腹腔鏡医療装置は、装置本体と、同装置本体に操作可能に連結される２本のアーム
とを備えることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本明細書において開示される実施形態は、様々な医療装置および関連するコンポーネン
トに関し、ロボット医療装置および／または生体内医療装置および関連するコンポーネン
ト、ならびに関連する処置および方法が含まれる。特定の実施形態は、様々な腔膨張シス
テムまたは構造保持システムの実施形態を含み、膨張式装置、骨格状装置、および外部的
に支持される壁保持装置が含まれる。更なる実施形態は、様々な医療装置の取り付けおよ
び制御のコンポーネントを含み、取り付けピン装置および磁気的取り付け装置が含まれる
。更なる実施形態は、生体内装置を含む様々な種類の医療装置を目標治療領域に送達する
ために用い得る様々な医療装置送達装置を含み、様々な医療装置の容易な送達、制御およ
び回収を提供する操作可能な遠位端を有する管状装置が含まれる。
【背景技術】
【０００２】
　侵襲性の外科手術は、様々な医学的状態に対処するために不可欠である。可能な場合に
は、腹腔鏡検査法のような最小侵襲手術が好ましい。
　しかしながら、腹腔鏡検査法などの公知の最小侵襲技術は、ある程度は（１）アクセス
ポートを通して挿入される硬いツールの使用に起因する可動性の制約、および（２）限定
された視覚フィードバックによって、有効範囲および複雑性が限定されている。ダヴィン
チ（ｄａ　Ｖｉｎｃｉ）（登録商標）サージカルシステム（Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ）（カリフォルニア州サニーヴェールのＩｎｔｕｉｔｉｖｅ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ社か
ら入手可能）などの公知のロボット装置もまた、アクセスポートによって制約されるのみ
ならず、非常に大きく非常に高価でほとんどの病院において利用できないという更なる短
所を有し、感覚機能および可動性機能が限定されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　改良された手術法、システムおよび装置のための技術に対するニーズがある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本明細書において開示される一実施形態は、膨張式本体および膨張機構を有する体腔空
間支持装置に関する。本体は、一実施形態において略円筒形の形状を有し、別の実施形態
において略ドーナツ形状を有する。それに代わって、装置は、２つ以上の膨張式本体を有
し得る。
【０００５】
　本明細書において開示される別の実施形態は、折り畳み式の体腔空間支持装置に関する
。装置は、互いにヒンジ式に連結される少なくとも３つのリンクを有し、折り畳まれた構
成と展開された構成とを有するように構成される。
【０００６】
　本明細書において開示される更なる実施形態は、針先と保持コンポーネントとを有する
ピンに関する。ピンは、腔壁を通して挿入され、腔から遠ざけられることにより、腔内に
処置用空間を維持するように構成することができる。一実施態様によると、処置用空間を
維持するために、２つ以上のピンが共同で用いられる。
【０００７】
　本明細書において開示される更に別の実施形態は、腔壁の外側部分に取り付けられるよ
うに構成される、把持コンポーネントを有するピンに関する。一実施形態において、処置
用空間を維持するために、２つ以上のこれらのピンを共同で用いることができる。
【０００８】
　本明細書において開示される更なる一実施形態は、互いに連結されて患者の腔内部に配
置されるように構成される、少なくとも２つのモジュール式コンポーネントを有する処置
用空間維持システムに関する。一実施形態において、コンポーネントの各々は、少なくと
も１つの磁石を有する。システムは、少なくとも２つのモジュール式コンポーネントを腔
から遠ざけることにより腔内に処置用空間を維持するように構成される、少なくとも１つ



(4) JP 2014-100582 A 2014.6.5

10

20

30

40

50

の外部磁石を更に備える。代替的実施形態において、少なくとも２つのモジュール式コン
ポーネントの各々は、医療装置と連結するように構成される、嵌合または連結するコンポ
ーネントを有する。
【０００９】
　本明細書において開示される別の実施形態は、患者の腔内部に配置されて内部腔壁に取
り付けられるように構成される、互いに連結された少なくとも２つのモジュール式コンポ
ーネントを有する装置配置システムに関する。コンポーネントは、共に連結して取り付け
コンポーネントを確立するように構成され、これに沿って医療装置を配置することができ
る。それに代わって、モジュール式コンポーネントは、システムを腔内に配置することを
可能にする、少なくとも２つの脚を有する（内壁に取り付けるための取り付けコンポーネ
ントに代わって）。
【００１０】
　本明細書において開示される更なる実施形態は、少なくとも１つのピンを有する、装置
の配置および制御のシステムに関し、ピンは、腔壁を通して挿入され、体腔内部に配置さ
れる医療装置の腕に連結される。ピンは、装置の配置を維持するために用いることができ
、更なる実施形態によると、アームの操作を補助するために用いることができる。
【００１１】
　本明細書において開示される更に別の実施形態は、管状本体、装置管腔、ワイヤ管腔お
よびこの装置およびワイヤ管腔を通して配置されるワイヤを有する、送達または取り外し
の装置に関する。一実施形態によると、ワイヤは、取り付けコンポーネントを有する。別
の実施形態において、管状本体は、本体の遠位端における突出部を有する。更なる実施形
態において、突出部は、展開可能な突出部である。更に別の実施形態において、突出部は
、装置収納コンポーネントを有する。
【００１２】
　多数の実施形態が開示されるが、本発明の例示的実施形態を図と共に記載する以下の詳
細な説明から、本発明の更に他の実施形態が、当業者にとって明らかとなる。理解される
ように、本発明の趣旨および範囲から逸脱することなく、本発明は、様々な明らかな態様
において変更が可能である。従って、図面および詳細な説明は、本質的に例示的であって
限定的ではないものと見なされるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１Ａ】一実施形態による、体腔内の処置用空間を維持するための膨張式装置を示す側
面切欠図である。
【図１Ｂ】図１Ａの装置の斜視切欠図である。
【図１Ｃ】図１Ａの装置の別の側面切欠図である。
【図１Ｄ】図１Ａの膨張してない装置の斜視切欠図である。
【図２Ａ】別の実施形態による、体腔内の処置用空間を維持するための膨張式装置の斜視
切欠図である。
【図２Ｂ】図２Ａの装置の側面切欠図である。
【図２Ｃ】図２Ａの膨張してない装置の側面切欠図である。
【図３】一実施形態による、内側骨格を有する膨張式バルーンの概略図である。
【図４Ａ】一実施形態による、体腔内の処置用空間を維持するための装置を示す側面切欠
図である。
【図４Ｂ】図４Ａの装置の斜視切欠図である。
【図４Ｃ】図４Ａの装置の別の側面切欠図である。
【図４Ｄ】折り畳まれた構成における図４Ａの装置の概略図である。
【図５Ａ】一実施形態による、折り畳まれた構成の保持コンポーネントを有する壁保持ピ
ンの側面図である。
【図５Ｂ】保持コンポーネントが展開された構成における図５Ａの壁保持ピンの側面図で
ある。
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【図５Ｃ】図５Ａの壁保持ピンに類似した、一実施形態による３つの壁保持ピンの使用中
における側面切欠図である。
【図５Ｄ】腔壁が腔から遠ざけられていない、ゆるんだ構成における、図５Ｃの３つの壁
保持ピンの別の側面切欠図である。
【図６Ａ】別の実施形態による、各々が取り付けコンポーネントを有する３つの壁保持ピ
ンの側面切欠図である。
【図６Ｂ】腔壁が腔から遠ざけられていない、ゆるんだ構成における、図６Ａの３つの壁
保持ピンの別の側面切欠図である。
【図７Ａ】一実施形態による壁保持システムの側面切欠図である。
【図７Ｂ】図７Ａの壁保持システムの斜視切欠図である。
【図７Ｃ】一実施形態による、壁保持システムの１つのモジュール式コンポーネントの斜
視図である。
【図７Ｄ】別の実施形態による、壁保持システムの別のモジュール式コンポーネントの斜
視切欠図である。
【図８Ａ】更なる実施形態による、壁保持システムのモジュール式コンポーネントの端面
図である。
【図８Ｂ】図８Ａのモジュール式コンポーネントの側面図である。
【図９】一実施形態による装置支持システムの側面切欠図である。
【図１０】別の実施形態による別の装置支持システムの側面切欠図である。
【図１１】更なる実施形態による更に別の装置支持システムの側面切欠図である。
【図１２】別の実施形態による、装置の支持および制御のシステムの斜視切欠図である。
【図１３】一実施形態による処置用送達装置の斜視図である。
【図１４】別の実施形態による別の処置用送達装置の斜視図である。
【図１５】更なる実施形態による別の送達装置の側面切欠図である。
【図１６】別の実施形態による別の送達装置の側面図である。
【図１７Ａ】別の実施形態による別の送達装置の側面切欠図である。
【図１７Ｂ】図１７Ａの送達装置の別の側面切欠図である。
【図１７Ｃ】図１７Ａの送達装置の別の側面切欠図である。
【図１８】一実施形態による回収装置の斜視図である。
【図１９Ａ】一実施形態による挿入装置の断面図である。
【図１９Ｂ】一実施形態による別の挿入装置の断面図である。
【図１９Ｃ】一実施形態による更なる挿入装置の断面図である。
【図２０Ａ】一実施形態による挿入および回収の装置の斜視図である。
【図２０Ｂ】図２０Ａの装置の別の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本明細書において開示される様々なシステムおよび装置は、医療処置および医療システ
ムにおいて用いる装置に関する。より具体的には、様々な実施形態は、様々な腔膨張また
は構造保持のシステムの実施形態、様々な医療装置の取り付けおよび制御のコンポーネン
ト、および様々な医療装置の送達、制御および回収の装置に関し、それらの全ては、様々
な処置用の装置およびシステムにおいて用いることができる。
【００１５】
　本明細書において開示される腔構造保持システム、装置取り付けコンポーネント、装置
の送達、制御および回収のシステム、および他の種類の装置の様々な実施形態は、本明細
書において定義されるようなロボット装置または生体内装置を含むがこれらに限定されな
い、任意の公知の医療装置と統合または併用できるものと理解される。
【００１６】
　例えば、本明細書において開示される様々な実施形態は、同時係属中の米国出願の第１
１／９３２，４４１号明細書（出願日は２００７年１０月３１日、発明の名称は「外科的
応用のためのロボット」）、第１１／６９５，９４４号明細書（出願日は２００７年４月
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３日、発明の名称は「外科的応用のためのロボット」）、第１１／９４７，０９７号明細
書（出願日は２００７年１１月２７日、発明の名称は「薬剤送達コンポーネントを有する
ロボット装置および関連する方法」）、第１１／９３２，５１６号明細書（出願日は２０
０７年１０月３１日、発明の名称は「外科的応用のためのロボット」）、第１１／７６６
，６８３号明細書（出願日は２００７年６月２１日、発明の名称は「磁気的に連結可能な
ロボット装置および関連する方法」）、第１１／７６６，７２０号明細書（出願日は２０
０７年６月２１日、発明の名称は「磁気的に連結可能な外科用ロボット装置および関連す
る方法」）、第１１／９６６，７４１号明細書（出願日は２００７年１２月２８日、発明
の名称は「外科的な視覚化のための方法、システムおよび装置ならびに装置操作」）、第
１２／１７１，４１３号明細書（出願日は２００８年７月１１日、発明の名称は「ロボッ
ト装置における作動の方法およびシステム」）、第６０／９５６，０３２号明細書（出願
日は２００７年８月１５日）、第６０／９９０，０６２号明細書（出願日は２００７年１
１月２６日）、第６０／９９０，０７６号明細書（出願日は２００７年１１月２６日）、
第６０／９９０，０８６号明細書（出願日は２００７年１１月２６日）、第６０／９９０
，１０６号明細書（出願日は２００７年１１月２６日）、第６０／９９０，４７０号明細
書（出願日は２００７年１１月２７日）、第６１／０３０，５８８号明細書（出願日は２
００８年２月２２日）、および第６１／０３０，６１７号明細書（出願日は２００８年２
月２２日）に開示される医療装置のいずれかとの統合または併用が可能であり、これらの
すべてが引用によって全体として本明細書に援用されるものとする。
【００１７】
　例示的実施形態において、本明細書において開示される実施形態のいずれも、ＮＯＴＥ
Ｓ装置などの生理的開口部による経管腔的内視鏡手術の装置との統合または併用が可能で
ある。従来技術において公知の特徴と共に、本明細書において開示される特徴を含む、特
徴の様々な組合せが利用可能である、ということを当業者は認識および理解する。
【００１８】
　上記の出願において開示される特定の装置の実施態様は、患者の体腔内に配置すること
ができ、内部腔壁に接してまたは実質的に隣接して配置することのできる特定の装置およ
び関連するシステムが含まれる。本明細書において用いられる「生体内装置」は、患者の
体腔内に配置されながら、使用者によって少なくとも部分的に配置、操作および制御する
ことのできる任意の装置を意味し、患者の体腔壁に実質的に接してまたは隣接して配置さ
れる任意の装置を含み、内部的に作動する（外部の動力源を有しない）任意の装置を更に
含み、外科手術の間に腹腔鏡的または内視鏡的に用い得る任意の装置を更に含む。本明細
書において用いられる「ロボット」および「ロボット装置」という用語は、自動的にまた
はコマンドに応答して作業を実行することのできる任意の装置を指す。
【００１９】
　本明細書において開示される特定の実施態様は、例えば、上記に援用される様々な出願
において開示される様々な医療装置および処置を含む様々な医療処置のうちの１つ以上を
実行するために腔内の様々な医療装置およびコンポーネントを操作するという目的のため
に、患者の腔内に空間を提供するように構成される、腔膨張または腔構造保持の装置また
はシステムに関する。
【００２０】
　図１Ａ乃至図１Ｄ、図２Ａ乃至図２Ｃおよび図３は、体腔内に処置用空間を提供または
確立するために用いることのできる膨張式装置の様々な実施形態を示す。
　図１Ａ乃至図１Ｄは、一実施形態による膨張式腔膨張システム１０Ａ、１０Ｂの一例を
示す。本実施形態において、システム１０Ａ、１０Ｂは、本明細書において「バルーン」
とも称する２つの膨張式コンポーネント１０Ａ、１０Ｂを有する。図１Ａ乃至図１Ｃに最
もよく図示されるように、２つのバルーン１０Ａ、１０Ｂは、体腔内に挿入および配置す
ることができ、腔内に空間を確立または提供するので、使用者（例えば医師または外科医
）は、腔内の空間の中で、様々な装置の操作および／または様々な処置を実行することが
できる。２つのバルーン１０Ａ、１０Ｂは、腔内に外科用空間を維持するように、任意の
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方法で腔内に配置することができる。それに代わって、１つの膨張バルーンまたは３つ以
上の膨張バルーンを体腔内に配置することができる。
【００２１】
　図１Ａ乃至図１Ｃに最もよく図示されるように、一実施形態によると、体腔は、腹腔１
２である。そのような実施形態において、バルーン１０Ａ、１０Ｂは、腔１２内の様々な
臓器および組織１４の上にまたは隣接して配置される。それに代わって、腔は、任意の公
知の体腔であり得る。
【００２２】
　一実施態様において、膨張式コンポーネント１０Ａ、１０Ｂは、ポリエチレンテレフタ
レート（「ＰＥＴ」）（ニューハンプシャー州（ＨＮ）セイラムのＡｄｖａｎｃｅｄ　Ｐ
ｏｌｙｍｅｒｓ社製）で作られる。それに代わって、コンポーネント１０Ａ、１０Ｂは、
ナイロンで作ることができる。更なる変形例において、コンポーネント１０Ａ、１０Ｂは
、ポリウレタンで作られる。更に別の変形例において、コンポーネント１０Ａ、１０Ｂは
、医療装置において用いることのできる、任意の公知の膨張可能で耐久性があり生物学的
適合性がある材料で作ることができる。
【００２３】
　一実施形態において、膨張式コンポーネント１０Ａ、１０Ｂは、導管（図示せず）また
はコンポーネント１０Ａ、１０Ｂに取り付けられたそのような他の任意の接続を有し、そ
れらはバルーン１０Ａ、１０Ｂを膨張させるために用い得る外部ポンプ（図示せず）のコ
ンポーネントへと連結することができる。それに代わって、膨張式コンポーネント１０Ａ
、１０Ｂの各々は、各バルーン１０Ａ、１０Ｂの内部または表面のどこかに配置される膨
張装置（図示せず）を有し、それらは各バルーン１０Ａ、１０Ｂを膨張させるために用い
ることができる。一実施形態によると、膨張装置は、バルーンの「自己」膨張によって広
げられる加圧腔を有するロボット装置である。
【００２４】
　図２Ａ乃至図２Ｃに示す代替的実施形態において、ドーナツ形状またはリング形状の単
一の膨張式コンポーネント２０が提供される。この実施形態において、単一のコンポーネ
ント２０は、使用者による医療装置の操作および／または医療処置の実行を可能にするの
に充分な空間を、患者の腔内に提供することができる。一実施態様によると、ドーナツ形
状のバルーン２０は、目標の処置部位にわたって配置することができるので、バルーン２
２の中央の開いた部分は、処置の目的のための処置用腔空間を形成または維持する。
【００２５】
　そのようなドーナツ形状のバルーン２０は、上記のバルーン１０Ａ、１０Ｂと同一の材
料で作ることができるものと理解される。
　使用の際に、バルーン１０Ａ、１０Ｂ、２０のいずれも、以下の方法で利用することが
できる。例えば図１Ｄおよび図２Ｃに図示するように、膨張してないバルーンを腔内部に
配置することができる。（単数または複数の）バルーンは、一旦配置されると、腔内に処
置用空間を提供または確立するように膨張させられる。処置が完了すると、（単数または
複数の）バルーンを収縮させることができ、または外部ポンプによって加圧気体を吸引す
ることができるので、（単数または複数の）バルーンを取り出すことができる。
【００２６】
　更なる変形例において、バルーン１０Ａ、１０Ｂ、２０の任意の構成は、内部構造部材
（例えばバルーン内部の一連のピンまたはリンク）を含むことができる。図３は、バルー
ン３０の一実施形態の概略図を提供するものであり、バルーン３０内に骨格構造または内
部構造３２が配置されている。図３の実施形態において、骨格３２は、ステントに類似し
たワイヤメッシュである。それに代わって、骨格３２は、バルーン３０に何らかの展開可
能な剛性または構造を提供するように構成される任意の構造であり得る。
【００２７】
　使用の際に、バルーン３０は、収縮した状態または展開していない状態で挿入すること
ができ、一旦所望の通りに配置されると、内部構造３２は、図３に示すような展開された
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配置へと膨張するように作動することにより、体腔内の処置用空間を提供または維持する
。一実施態様によると、内側骨格３２は、血管ステントに類似した方法で展開するもので
あり、ある種のツールを用いて骨格３２が展開するように作動させる。更なる実施形態に
よると、展開することによって骨格３２が係止する。
【００２８】
　図１Ａ乃至図１Ｄ、図２Ａ乃至図２Ｃおよび図３に示すような様々な膨張式装置の実施
形態とともに、上記の開示され参照によって援用される様々な出願において記載される配
置可能な生体内装置、様々なロボット装置および処置を含む、多くの異なる医療装置、コ
ンポーネントおよび処置を用いることができるものと理解される。すなわち、体腔内の処
置用空間を提供および／または維持するために、様々な膨張式装置の実施形態を用いるこ
とができるので、上記の開示され参照によって援用される様々な装置および処置を含む、
体腔内で用いるための任意の種類の処置または関連する装置を、その空間内で用いること
ができる。
【００２９】
　図４Ａ乃至図４Ｄは、一実施形態による、体腔内の処置用空間を提供または確立するた
めの異なる支持装置４０を示す。この装置４０は、体腔内で膨張可能または展開可能であ
るように意図される骨格状の構造であり得る。
【００３０】
　図４Ａ乃至図４Ｃに最もよく図示されるように、支持装置４０は、上方腔壁をテント状
の方法で上方に保持するように動作する。すなわち、処置用空間４４を提供する腹腔４２
などの体腔内に装置４０を配置することができる。図４Ａおよび図４Ｂに示すように、装
置４０は、複数のアーム４６（「リンク」とも称する）を有する。一実施形態において、
アーム４６は、そのすべてが互いに機械的に連結することにより、図４Ｄに示すような折
り畳まれた構成と、図４Ａ乃至図４Ｃに示すような展開された構成とに変形することがで
きる。アーム４６を図示の構成へと作動させることによって、装置４０が展開される。一
実施形態において、装置４０のヒンジ４８に取り付けられるかまたは配置されるバネまた
は膨張式バルーンを用いることにより、装置４０は自動的に展開される。それに代わって
、装置４０は、装置４０を機械的に展開するために用いることのできるモータまたは液圧
応用機械を有する。更なる変形例において、装置４０を折り畳まれた構成から展開された
構成へと駆動することのできる任意の公知のコンポーネントを、装置４０のヒンジに連結
または結びつけることができる。
【００３１】
　装置４０のアーム４６は、生物学的適合性のある任意のポリマーで作ることができる。
それに代わって、アーム４６は、ステンレス鋼で作ることができる。更なる変形例におい
て、アーム４６は、公知の実質的に強固で生物学的適合性のある任意の材料で作ることが
できる。
【００３２】
　装置４０のアーム４６は、図４Ｂ乃至図４Ｄに最もよく示されるように接合部４８にお
いて、または他の類似した公知の接続コンポーネントにおいて、連結されるものと理解さ
れる。これらの接合部４８は、任意の公知の枢動軸（ピボット）またはヒンジ継手であり
得るものと更に理解される。それに代わって、接合部４８は、２つの平面における回転運
動を有する自在継手であり得る。
【００３３】
　別の実施態様によると、体腔の処置用空間を確立および／または維持するために、外部
的に支持される壁保持のシステムおよび装置が提供される。
　図４Ａ乃至図４Ｄに示すような様々な支持装置の実施形態とともに、上記の参照によっ
て援用される様々な出願において記載される配置可能な生体内装置、様々なロボット装置
および処置を含む、多くの異なる医療装置、コンポーネントおよび処置を用いることがで
きるものと理解される。すなわち、体腔内の処置用空間を提供および／または維持するた
めに、様々な支持装置の実施形態を用いることができるので、上記の開示され参照によっ
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て援用される様々な装置および処置を含む、体腔内で用いるための任意の種類の処置また
は関連する装置を、その空間内で用いることができる。
【００３４】
　図５Ａ乃至図５Ｄは、外部的に支持される壁保持システムの一実施形態を示す。この実
施形態において、システムは、図５Ａおよび図５Ｂに示すピン５０に類似した少なくとも
２つの保持ピンに関し、この保持ピンは腔壁を通して挿入され、壁に取り付けられ、次に
腔から遠ざけられることにより、腔内に処置用空間を確立することができる。
【００３５】
　図５Ａおよび図５Ｂに示すように、各ピン５０（本明細書において「針」とも称する）
は、針先５４を有する遠位端と、ピン５０にそれぞれ枢動自在に取り付けられた２つのリ
ーフまたはトグル状コンポーネント５２Ａ、５２Ｂとを有するので、リーフ５２Ａ、５２
Ｂは、図５Ａに示す折り畳まれた配置と、図５Ｂに示す展開された配置との間を移行する
ことができる。図５Ａに示す折り畳まれた配置において、リーフ５２Ａ、５２Ｂの各々は
、ピン５０の長さに平行な配置に配置される。図５Ｂに示す展開された配置において、リ
ーフ５２Ａ、５２Ｂの各々は、ピン５０の長さに垂直な配置に配置される。
【００３６】
　代替的実施形態において、任意の公知のトグル状または取り付け用のコンポーネントを
、ピン５０の遠位端の付近に提供することができるので、腔壁５６を通してピン５０を挿
入することができ、壁の内部部分を捕獲することができる。一方、ピン５０が腔から遠ざ
けられることにより、腔内に空間を確立する。
【００３７】
　図５Ｃおよび図５Ｄに最もよく示されるように、使用の際に、少なくとも２つのピンま
たは針５０が腔壁５６内に配置されるので、ピン５０が壁５６に取り付けられ、次に図５
Ａの矢印の方向に腔５８から遠ざけられることにより、腔５８内に処置用空間を提供する
ことができる。一実施形態において、リーフ５２Ａ、５２Ｂが折り畳まれた配置のまま、
図５Ｃの文字Ａによって示される軸に沿って、各ピンまたは針５０が腔壁５６の中に挿入
される。リーフ５２Ａ、５２Ｂが一旦壁５６を通して体腔の中に挿入されると、リーフ５
２Ａ、５２Ｂは、図５Ｂ（および図５Ｃおよび図５Ｄ）に示すように、展開された配置へ
と移行する。次に、各ピン５０は、リーフ５２Ａ、５２Ｂが壁５６と接触するまで、（患
者から遠ざかる）外側方向へと遠ざけるかまたは移動させることができる。一実施形態に
よると、充分な力がピン５０に加えられるので、リーフ５２Ａ、５２Ｂは、壁５６を支持
することができ、広がった腔の構成を維持することができる。ここで、図５Ｃに示すよう
に、腔壁５６は、腔内の臓器から遠ざけられる。
【００３８】
　一実施形態において、（単数または複数の）ピン５０に加えられる力は、外科医または
助手が自らの手でピンを引っ張ることよって加えられる手動力である。それに代わって、
加えられる力は、装置によって提供される機械力、または動かない装置にピン５０を取り
付けることによって提供される機械力である。
【００３９】
　外部的に支持される壁保持システムの代替的実施形態を、図６Ａおよび図６Ｂに提供す
る。この実施形態において、ピン６０の各々は、図５Ａ乃至図５Ｄに示すピン５０と同じ
ように動作する。すなわち、ピン６０は、腔壁に取り付けられ、壁を引き上げるようにし
て腔から遠ざけられることにより、腔内の処置用空間を提供する。しかしながら、上記の
ピン５０とは対照的に、図６Ａおよび図６Ｂの各ピン６０は、腔内に挿入されず、腔の内
壁に取り付けられない。これに代わって、各ピン６０は、体腔の外側における患者の外側
部分に取り付けることのできる取り付けコンポーネント６２を有する。すなわち、取り付
けコンポーネント６２は、腔壁の外側部分６４に取り付けることができる。
【００４０】
　一実施形態において、取り付けコンポーネント６２は、外側部分６４を把持することに
よって腔壁６６の外側部分６４に取り付けられる「把持装置」である。それに代わって、
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取り付けコンポーネント６２は、壁６６の外側部分６４の中に部分的に挿入することので
きる棘または他のコンポーネントを有する。更なる変形例において、取り付けコンポーネ
ント６２は、コンポーネント６２を壁６６に取り付けるために用いる接着剤を有する。使
用の際に、図６Ｂに示すように、取り付けコンポーネント６２が一旦壁６６に取り付けら
れると、各ピン６０は、上記と同じ方法で患者から遠ざけられるので、ピン６０が壁６４
を体から遠ざけることにより、図６Ａに示すような広がった腔空間を維持する。
【００４１】
　図５Ａ乃至図５Ｄおよび図６Ａ乃至図６Ｂに示すような様々な外部的に支持される壁保
持の実施形態とともに、上記の参照によって援用される様々な出願において記載される配
置可能な生体内装置、様々なロボット装置および処置を含む、多くの異なる医療装置、コ
ンポーネントおよび処置を用いることができるものと理解される。すなわち、体腔内の処
置用空間を提供および／または維持するために、様々な壁保持装置の実施形態を用いるこ
とができるので、上記の開示され参照によって援用される様々な装置および処置を含む、
体腔内で用いるための任意の種類の処置または関連する装置を、その空間内で用いること
ができる。
【００４２】
　図７Ａ乃至図８Ｂは、外部的に支持される壁保持および装置配置のシステムおよび装置
の更なる例示的な実施態様を示す。このシステムおよび装置は、体腔内に１つ以上の医療
装置を配置することをも提供しながら、体腔内の処置用空間を確立および／または維持す
るものである。
【００４３】
　図７Ａ乃至図７Ｄは、外部的に支持される壁保持および装置配置のシステムの実施形態
を示す。このシステムは、外科用腔の広がった構成の維持、および腔内への医療装置の配
置の両者を提供する。一実施態様において、システムは、腔の内壁に沿って１つ以上の医
療装置を配置することを提供するものとして示される。図７Ａに示すように、装置または
システム７０は、互いにヒンジ式に連結される２つ以上のモジュール式コンポーネント７
２（本明細書においては「レールモジュール」とも称する）を有する。図７Ａおよび図７
Ｃに最もよく示されるように、一実施形態によると、モジュール式コンポーネント７２の
各々は、その中に配置される少なくとも１つの磁石７４を有する。それに代わって、図７
Ｄに最もよく示されるように、モジュール式コンポーネント７２の各々は、ピンまたは針
７８を取り付けることのできる少なくとも１つの取り付け点７６を有する。
【００４４】
　図７Ａに示すように、小さい切開またはトロカール状の管を通してモジュール式コンポ
ーネント７２の各々を外科用腔に挿入できるように、装置７０は構成される。すなわち、
装置７０は、その断面がそのような切開または管を通して挿入するのに充分なほど小さい
ように、細長い形状に構成することができる。
【００４５】
　挿入後に、装置７０のモジュール式コンポーネント７２は、腔壁８４の内部に対して配
置される。図７Ａおよび図７Ｂに示すように、一実施形態において、腔の外部に配置され
る外側の磁石８０を使用することにより、装置７０は、壁８４に対して配置される。図示
する一実施形態において、磁石８０は、ハンドル８２内に配置される。この方法は、腔壁
８４に沿って多数の装置７０が配置される場合に、非ガス注入式のＮＯＴＥＳ処置のため
の方法を提供し得る。すなわち、ガス注入法を用いることなく体腔内の処置用空間を確立
および／または維持するために、この実施形態を使用することが可能である。多数のモジ
ュール７２の使用は、腔壁に取り付ける多数の磁石または針の実施態様を可能にする。こ
れは、処置用空間を確立するために多数の磁石によって加えられる力は１つまたは２つの
磁石によって生成される力よりも大きいので、より強力な取り付けを提供する。
【００４６】
　それに代わって、図７Ｄに示すように、外側のピンまたは針７８を使用して、装置７０
は壁に対して配置される。
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　１つの代替的実施形態によると、図７Ａ乃至図７Ｄに開示されるものに類似したモジュ
ール式コンポーネント１００が、図８Ａ乃至図８Ｂに示される。このモジュール式コンポ
ーネント１００は、モジュール式コンポーネントのトラックまたは嵌合コンポーネントに
沿って１つ以上の医療装置を収納するように構成される。この実施形態における各モジュ
ール１００は、少なくとも１つの取り付け磁石１１２と、１つ以上のトラックまたは嵌合
コンポーネント１１８とを有し、これにより、ロボット装置１１４が車輪または歯車のセ
ット１１６を用いて移動可能に嵌合することができ、装置１１４はこれに沿って移動する
ことができる。従って、２つ以上のモジュール式コンポーネント１００を互いに接続でき
ることにより、１つ以上の医療装置が処置用腔の周囲を移動するように横切ることのでき
る「レールウェイ」が確立される（図７Ａに示すモジュールのセットに類似する）。
【００４７】
　図８Ａに示す各モジュール１００は、モジュール１００に関連するかまたはその中に配
置される、少なくとも１つの磁石１１２を有する。更に、各モジュール１００は、モジュ
ール１００に関連するかまたはそれによって規定される嵌合コンポーネント１１８を有す
る。医療装置１１４は、装置１１４上の嵌合コンポーネント１１６によって、レールモジ
ュール１００に連結することができる。図示する一実施形態において、装置１１４上の嵌
合コンポーネント１１６は、モジュール１００上のレール１１８に連結することができる
車輪または歯車である。一実施形態において、装置１１４は、実質的に固定した配置に維
持できるので、装置１１４は、腔に対してレールモジュール１００に沿って移動すること
ができる。このモジュール１００は、腔壁に沿って横断方向または矢状方向に配置するこ
とができる。それに代わって、モジュール１００は、所定経路に沿って医療装置を移動で
きるように、腔内に任意の公知の方法で配置することができる。更なる実施形態において
、複数のモジュール１００は、（図７Ａに類似した方法で）腔内に配置されて共に連結さ
れ、装置１１４は、連結されたモジュール１００内に配置できるので、装置１１４は、連
結されたモジュール１００の長さに沿って横切ることができる。それに代わって、連結さ
れたモジュール１００に沿って複数の装置を配置することができ、あるいは連結された複
数セットのモジュール１００を腔内に配置することができる。
【００４８】
　多数の磁石を有する多数のモジュールの１つの利点は、取り付けられた装置の重量を、
多数の取り付け点にわたって分散させることができるということである。更に、装置がア
ームを含む場合、この方法は、組織の操作力に対して、より安定し分散した基盤を提供す
る。
【００４９】
　図７Ａ乃至図８Ｂに示すような様々な外部的に支持される壁保持および装置配置のシス
テムおよび装置の実施形態とともに、上記の参照によって援用される様々な出願において
記載される配置可能な生体内装置および様々なロボット装置を含む、多くの異なる医療装
置、コンポーネントおよび処置を用いることができるものと理解される。すなわち、１つ
以上の医療装置の配置および／または取り付けをも提供しつつ、体腔内の処置用空間を提
供および／または維持するために、様々な壁保持および装置配置の実施形態を用いること
ができるので、上記の開示され参照によって援用される様々な装置および処置を含む、体
腔内で用いるための任意の種類の処置または関連する装置を、その空間内で用いて配置す
ることができる。
【００５０】
　図９乃至図１２は、体腔内の１つ以上の医療装置の配置を提供する、装置配置システム
および装置の例示的な実施態様を示す。
　図９は、モジュール式の「レール付き」装置１４０の一実施形態を示す。この実施形態
において、各モジュール１４１は、腔壁１４４に取り付けることのできるフックまたは取
り付けコンポーネント１４２を有する。図示する一実施形態において、各モジュール１４
１は、壁１４４に侵入するフックまたは類似の取り付けコンポーネント１４２を用いて、
壁１４４に取り付けられる。それに代わって、各モジュール１４１は、接着剤を用いて、
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壁に取り付けられる。更なる変形例において、各モジュール１４１は、任意の公知の取り
付けの方法または装置によって、壁に取り付けられる。
【００５１】
　各モジュール１４１はまた、１つ以上の医療装置と結合することのできるトラックまた
は嵌合コンポーネント１４８を有する。各モジュール１４１を互いに結合、またはモジュ
ール１４１を互いに隣接して配置することによって、配置装置１４０を確立し、これに沿
って医療装置１４６を移動または配置することができる。
【００５２】
　図１０は、配置装置１５０の別の実施形態を示す。取り付けコンポーネントを用いて腔
壁１５２に取り付けることに代わって、レール１５８を支持するように腔の底部分に沿っ
て配置される少なくとも２つの脚またはリンク１５６を用いて、この装置１５０は腔１６
２内に支持される。図１０に示す実施形態において、装置取り付けコンポーネントは、レ
ール１５８であり、これに沿って医療装置１５４を移動または配置することができる。そ
れに代わって、装置取り付けコンポーネントは、それに沿って１つ以上の医療装置１５４
を配置することのできる任意のコンポーネントであり得る。図１０に示す実施形態におい
て、装置１５０は、ブランコ状の構造を確立する４つの脚１５６を有する。医療装置１５
４は、レール１５８に対して移動可能に取り付けることができるので、装置１５４は、レ
ール１５８に沿って往復移動することができる。
【００５３】
　１つの代替的実施態様において、レール付き装置１５０は、ロボットコンポーネントま
たは作動コンポーネントを有することができる。例えば、脚１５６は、脚１５６が移動す
るように作動させるアクチュエータ（図示せず）を有することができるので、装置１５４
は上下に移動することができる。更なる実施形態において、医療装置１５４がレール１５
８に連結される取り付け点１６０は、アクチュエータ（図示せず）に連結することができ
るので、アクチュエータは、装置１５４をレール１５８に沿って移動させるように動作す
ることができる。
【００５４】
　別の実施態様によると、レール付き装置１５０は、腔保隙をも提供しながら、上記の図
と共に説明した医療装置１５４を支持することができる。すなわち、装置１５０は、上方
腔壁を下方腔壁から離して保持するという支持をも提供できるのであるから、処置用腔空
間を維持する。
【００５５】
　図１１は、医療装置の配置または取り付けの装置１３０の別の実施形態を示す。装置１
３０は、壁取り付けコンポーネント１３８と、装置取り付けコンポーネント１３６とを有
する。図１１に示す壁取り付けコンポーネント１３８は、腔壁１３２に取り付けるフック
である。それに代わって、壁取り付けコンポーネント１３８は、接着剤を利用することが
できる。更なる変形例において、壁取り付けコンポーネント１３８は、腔壁に取り付ける
ための任意の公知のコンポーネントであり得る。更に、別の実施態様によると、取り付け
装置１３０は、分解性材料で作られるので、処置の完了後に腔壁から取り出す必要がない
。
【００５６】
　装置取り付けコンポーネント１３６は、医療装置１３４に対して着脱自在の取り付けを
提供する。一実施形態において、装置取り付けコンポーネント１３６は、医療装置１３４
に着脱自在に連結する磁石である。それに代わって、取り付けコンポーネント１３６は、
医療装置１３４との機械的な結合を提供する。更なる変形例において、取り付けコンポー
ネント１３６は、装置１３４を取り出すことができるように、医療装置１３４に取り付け
るための任意の種類の取り付け方法または取り付け装置を提供する。一実施態様において
、装置１３４を取り出すことができ、第２の装置を取り付けることができる。更なる実施
態様において、複数の医療装置１３４を取り付けることができる。
【００５７】
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　図１２に、医療装置の取り付けまたは配置の装置の別の実施形態を示す。この実施形態
において、腔壁を通して挿入され、装置１７２に連結される、２つのピン１７４Ａ、１７
４Ｂを用いて、医療装置１７２は、内部腔壁に対して配置される。一実施形態において、
これらのピン１７４Ａ、１７４Ｂは、縫合または修復の時間を必要としない細い針である
。一実施態様によると、ピン１７４は、羊水穿刺および絨毛膜絨毛検査のために現在使用
されている公知の針であり得る。それに代わって、各ピン１７４Ａ、１７４Ｂは、患者の
体内に挿入可能で、かつ患者の体内に配置される医療装置１７２に連結可能な、任意のピ
ン状または針状のコンポーネントであり得る。針１７４は、挿入後に生体内装置１７２に
取り付けられる。一実施形態において、１つのピンのみを取り付けることによって、装置
１７２は、単一の取り付け点を軸として回転することができる。それに代わって、ロボッ
トを適所に保つために、２つのピンが挿入され、ロボットを異なる方向へ移動させるため
に、必要に応じて更なる針が挿入される。別の実施態様において、装置を配置および／ま
たは取り付けるために、磁石と共にこれらの取り付けピンを用いることもできる。
【００５８】
　取り付けピンの使用は、腔壁またはその近くに医療装置を安定して取り付けることを提
供する。医療装置が何らかの形態の外部コンポーネントによって制御されるこれらの実施
形態において、ピンは、医療装置が外部ハンドルまたは他の外部コンポーネントの付近に
または隣接して配置されることを保証する補助となり得る。それに代わって、ピンの長さ
を制御または操作することにより、ピンおよび／または体腔に対して医療装置が上下に移
動することを可能にし得る垂直自由度を提供する。装置へのピンの取り付けまたは結合は
、ピン先端における磁石、または医療装置との半自律的接続を含む、自己組み立て技術を
含む。それに代わって、ピンは、内視鏡ツールまたは他の医療装置を用いて、外科医の補
助によって生体内に取り付けられる。
【００５９】
　１つの方法において、（単数または複数の）ピンが患者の体に挿入されてから、（単数
または複数の）医療装置がピンに連結される。別の実施形態において、医療装置は、ピン
を挿入する前に腔壁に対して配置され、（単数または複数の）ピンは、挿入中に装置に連
結するように挿入される。それに代わって、まず（単数または複数の）ピンが挿入されて
から、医療装置がピンに連結される。
【００６０】
　一実施形態によると、肥満患者の腔壁１７６の厚さのために磁気的取り付け装置の使用
が困難または不可能である場合、その体腔内において１つ以上の医療装置の取り付けまた
は配置を補助するために、本明細書に記載するピン１７４を用いることができる。
【００６１】
　図９乃至図１２に示すような様々な装置配置の実施形態とともに、上記の参照によって
援用される様々な出願において記載される配置可能な生体内装置、様々なロボット装置お
よび処置を含む、多くの異なる医療装置、コンポーネントおよび処置を用いることができ
るものと理解される。すなわち、１つ以上の医療装置の配置および／または取り付けを提
供するために、様々な装置配置の実施形態を用いることができるので、上記の開示され参
照によって援用される様々な装置および処置を含む、体腔内で用いるための任意の種類の
処置または関連する装置を、その空間内で用いて配置することができる。
【００６２】
　図１３乃至図２０Ｂは、装置の挿入および回収の装置の例示的な実施態様を示す。
　図１３は、一実施形態によるオーバーチューブ２１０を示すものであり、このオーバー
チューブ２１０は、医療装置を患者の体内に挿入し、オーバーチューブを通して装置を体
内から回収するために用いられるものである。本明細書で用いられる「オーバーチューブ
」という用語は、更なる処置用装置を、チューブを通して患者に挿入し、チューブを通し
て患者から回収することができるように、および／または更なる処置用装置を、チューブ
を通して患者の内部で操作できるように、患者の中に挿入されて配置される、任意の医療
処置用チューブを意味するという意図であると理解される。従って、「オーバーチューブ
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」は、患者の食道内に、または任意の切開を通して、または任意の腔の中に挿入され、他
の装置または器具を患者の体内に挿入できるように配置される、任意のチューブを含む。
【００６３】
　図１３に示すオーバーチューブ２１０は、ロボット装置などの医療装置が通過できる装
置管腔２１２を規定する。それに加えて、オーバーチューブ２１０は、挿入ワイヤ２１６
が通過できるワイヤ管腔１４をも規定する。図１３に示す実施形態において、ワイヤ管腔
２１４は、オーバーチューブ２１０の外壁２１８内に規定される。
【００６４】
　使用の際に、オーバーチューブ２１０は、使用者が、オーバーチューブ１０の近位端２
２０から遠位端２２２まで、オーバーチューブ２１０を通して医療装置を引き寄せること
を可能にする。すなわち、一実施態様によると、図１３に示すように、挿入ワイヤ２１６
は、装置管腔２１２を通して挿入され、更にワイヤ管腔２１４を通して挿入されるので、
ワイヤ２１６の近位端２２４およびワイヤ２１６の遠位端２２６の両者が、オーバーチュ
ーブ２１０の近位端２２０から延びる。
【００６５】
　次に、ワイヤ２１６の近位端２２４は、オーバーチューブ２１０を通して引き寄せられ
る装置（図示せず）に取り付けられる。それに代わって、ワイヤ２１６をチューブ２１０
内に配置する前に、ワイヤ２１６を装置に取り付ける。次に、ワイヤ２１６の遠位端２２
６は、使用者によって引き寄せられるので、ワイヤは、矢印Ａ、矢印Ｂおよび矢印Ｃによ
って示される方向に移動し、それによって装置は、オーバーチューブ２１０の遠位端２２
２の方へ引き寄せられる。
【００６６】
　一実施態様において、ワイヤ２１６は、編まれた金属ケーブルである。それに代わって
、ワイヤ２１６は、ナイロン糸である。更に別の変形例において、ワイヤは、医療処置（
例えば本明細書に記載する方法）において用いることのできる、そのような任意のワイヤ
、テザー、糸、コード、または他の任意の種類の細長く柔軟な材料であり得る。
【００６７】
　一実施形態によると、オーバーチューブ２１０は、柔軟なポリエチレンチューブである
。それに代わって、オーバーチューブは、患者の体内に装置を挿入または体内で装置を使
用するために用いることのできる管腔を有する、任意のチューブ、カニューレ、または他
の種類の中空の細長い物体であり得る。
【００６８】
　図１４は、装置を挿入するためにワイヤ２３０を医療装置２３２に取り付けるための１
つの方法および装置を示す。この実施形態において、ワイヤ２３０は、ワイヤ２３０の近
位端２３６に連結されるボールの形の取り付けコンポーネント２３４を有する。使用の際
に、装置２３２の遠位端２４０上のクランプ２３８は、ワイヤ２３０上のボール２３４に
締結または連結される。クランプ２３８をボール２３４に取り付けることによって、装置
２３２をワイヤ２３０に取り付けると、使用者は、ワイヤ２３０の遠位端２４２を引き寄
せ、矢印Ａ、矢印Ｂおよび矢印Ｃで示すようにワイヤ２３０を移動させることができる。
このことにより、オーバーチューブ２４６の遠位端２４４の方へ、すなわち矢印Ｄで示す
方向へ装置２３２を引き寄せる。装置２３２が一旦所望の位置に達すると、使用者は、ボ
ール２３４を解放するようにクランプ２３８を操作することができるので、装置２３２を
用いて目的の処置を実行することができる。
【００６９】
　図１４に示す上記の実施形態によると、取り付けコンポーネント２３４は、ボールであ
る。それに代わって、取り付けコンポーネントは、医療装置の部分またはコンポーネント
に留まることのできるフックである。別の実施形態において、取り付けコンポーネントは
、環状にすることができるか、または医療装置上の適切な嵌合コンポーネントに連結する
ことのできる、糸またはケーブルのループ形状の部分である。それに代わって、コンポー
ネント２３４は、医療装置２３２への容易な取り付けを可能にする任意の形状または任意
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のコンポーネントであり得る。更なる変形例において、取り付けコンポーネント２３４は
、磁気的に装置２３２に連結可能な磁石である。更に別の変形例において、取り付けコン
ポーネントは、ワイヤ２３０を医療装置２３２に着脱自在に取り付けるために用いること
のできる任意のコンポーネントであり得る。
【００７０】
　図１５は、医療装置の挿入または送達のためのオーバーチューブ２５０の代替的実施形
態を示す。この実施態様において、オーバーチューブ２５０は、チューブ２５０の遠位端
２５４から突出または延在する突出部２５２を有する。「突出部」という用語は、本出願
の目的上、チューブ２５０の遠位端２５４から突出または延在するオーバーチューブ２５
０の任意の部分またはコンポーネント、あるいは別個のコンポーネント（例えばリップま
たは延長部）を含む。一実施形態によると、ワイヤ管腔２５６は、図１５に示すように突
出部２５２内に規定される。
【００７１】
　使用の際に、図１５に示す突出部２５２は、医療装置２５８の配置を容易にする。一実
施形態によると、医療装置２５８はロボット装置であり得る。すなわち、矢印Ａで示すよ
うにワイヤ２６０が引き寄せられると、ワイヤ２６０は、チューブ２５０の遠位端２５４
上の突出部２５２の方へ、装置２５８を引き寄せる。突出部２５２は、チューブの遠位端
２５４を越えて延在しているので、装置２５８は、突出部２５２に接近するにつれて装置
管腔２６２から出ることになり、患者の体内の目標部位または処置用部位の中に引き寄せ
られるかまたは配置される。代替的工程において、磁気ハンドル２６４または他の磁気コ
ンポーネントは、体腔の外部に配置することができ、装置２５８を更に配置するために用
いることができる。それに代わって、装置を所望の通りにおよび／または正確に配置する
ことを容易にするために、オーバーチューブ２５０と共に、任意の外部配置コンポーネン
トを利用することができる。
【００７２】
　図１６に示す更なる代替的実施態様において、オーバーチューブ２７０は、医療装置２
７６を収納するように構成される窪みまたは装置収納コンポーネント（「ドッキングコン
ポーネント」とも称する）２７４を有する突出部２７２を有するので、装置２７６は、最
終的な配置のために、または医療処置の全体または重要な部分においても、突出部２７２
またはオーバーチューブ２７０の端部と連結または「ドッキング」することができる。こ
の実施態様において、磁石または機械的な取り付けコンポーネント（例えばクレームまた
はネジ）によって、結合を達成することができる。更に別の実施形態において、医療装置
は、突出部またはオーバーチューブ自体にドッキングすることにより、搭載バッテリを充
電し、または生検サンプルを格納し、または末端エフエクタを交換する。
【００７３】
　それに代わって、突出部は、展開可能な突出部であり得る。例えば、展開可能な突出部
２８２の一実施形態を、図１７Ａおよび図１７Ｂに示す。この実施形態において、突出部
２８２は、オーバーチューブ２８０に移動可能に連結され、バネ２８３（例えばトーショ
ンばね）を用いて展開することができる。図１７Ａは、展開していない配置における突出
部２８２を示すものであり、トーションばね２８３は、突出部２８２を展開された配置に
駆動するように構成されるが、保持コンポーネント２８７によって、展開していない配置
すなわち閉じた配置に保持されている。保持コンポーネント２８７は、突出部２８２を展
開していない配置から解放するように作動可能な、フック、ラッチ、または他の任意の作
動可能な保持コンポーネントであり得る。図１７Ｂは、展開していない配置と展開された
配置との間の配置における突出部２８２を示し、図１７Ｃは、完全に展開された配置にお
ける突出部２８２を示す。
【００７４】
　使用の際に、突出部２８２は、挿入中は展開していない配置に維持することができる。
すなわち、一実施形態によると、突出部２８２は、オーバーチューブ２８０が患者に挿入
されるまでは展開されない。この時点において、突出部２８２は、一連のアクチュエータ
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またはケーブルを介して展開することができる。例えば、図１７Ａに示す一実施形態によ
ると、オーバーチューブ２８０は、保持コンポーネント２８７に連結されたワイヤまたは
ケーブル２８５を有するので、ワイヤまたはケーブル２８５を矢印Ａの方向に引き寄せる
ことにより、保持コンポーネント２８７を作動させ、突出部２８２を解放することができ
る。トーションばね２８３が突出部２８２に加える力は、一旦解放されると、突出部２８
２を図１７Ｂに示すように展開された配置の方へと移動させる。図１７Ｃは、展開された
配置に達した後の突出部２８２を示す。
【００７５】
　それに代わって、オーバーチューブは、その遠位端において、他の任意の種類のオーバ
ーチューブ配置コンポーネントを有することができる。すなわち、装置が装置管腔から出
ることを容易にする、および／または装置を目標領域に配置することを容易にする任意の
コンポーネントを、オーバーチューブと共に使用することができる。例えば、この配置コ
ンポーネントのコンセプトは、突出部がそのような配置を達成するのと同じ方法によって
装置の配置を提供する、チューブ内に規定される任意の穴またはギャップを含むものと理
解される。
【００７６】
　別の実施形態において、図１８は、患者の体内から装置を回収するための方法および装
置を示す。より具体的には、図１８は、オーバーチューブ２９４の装置管腔２９２を通し
て、処置用部位の中に挿入することのできる、回収ワイヤ２９０を示す。使用の際に、使
用者は、ワイヤ取り付けコンポーネント２９８に取り付けるために、クランプ２９５、ま
たは医療装置２９６の他の種類の取り付けコンポーネントを操作することができ、この実
施形態において、それはボールである。それに代わって、ワイヤ取り付けコンポーネント
２９８は、ワイヤ２９０および装置２９６の取り付けを提供する磁石または他の任意のコ
ンポーネントを含む、上述のような任意の取り付けコンポーネントであり得る。装置２９
６がワイヤ２９０に一旦取り付けられると、使用者は、ワイヤ２９０をチューブ２９４の
近位端２９９の方へ（矢印Ａで示される方向に）引き寄せることにより、装置２９６を処
置用部位から回収する。
【００７７】
　図１９Ａ、図１９Ｂおよび図１９Ｃは、３つの異なる実施形態による３つの異なるオー
バーチューブ３００、３０２および３０４の断面を示す。各オーバーチューブは、オーバ
ーチューブ３００、３０２または３０４を通して挿入される装置と協同して装置を方向づ
ける、方向づけコンポーネント３０６、３０８および３１０を有する。具体的には、図１
９Ａ、図１９Ｂおよび図１９Ｃに示す実施形態によると、各図における方向づけコンポー
ネントは、オーバーチューブ３００、３０２、３０４を通して挿入される装置の本体と嵌
合または連結するように構成されるので、装置は、オーバーチューブ３００、３０２また
は３０４を通過する際に、特定の方法で強制的に方向づけられ、それにより挿入および／
または配置の間に装置の適切な方向づけを容易にする。
【００７８】
　図１９Ａ、図１９Ｂおよび図１９Ｃは、単に例示的なものであり、挿入される装置との
嵌合をもたらすことによって装置に適切な方向づけを提供できる限り、任意の方向づけコ
ンポーネント構成を提供することができるものと理解される。
【００７９】
　図２０Ａおよび図２０Ｂは、一実施形態による、医療装置を挿入および回収するための
別の方法および装置を示す。この実施形態において、医療装置３２２を外部制御器（図示
せず）に接続する接続コンポーネント３２０（「テザー」とも称する）は、図２０Ａに示
すようにオーバーチューブ３２８のワイヤ管腔３２４および装置管腔３２６を通して配置
され、上記の挿入ワイヤの実施形態と同じ方法で機能する。すなわち、使用の際に、図２
０Ａの矢印Ａで示すようにテザー３２０を引き寄せることができるので、テザー３２０の
対向端部（図示せず）に取り付けられた装置（図示せず）は、図２０Ｂに示すように、オ
ーバーチューブ３２８の装置管腔３２６から出て、処置用部位に配置されるまで、オーバ
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ーチューブ３２８の遠位端３３０の方へと駆動される。
【００８０】
　図２０Ａおよび図２０Ｂに示すこの実施態様において、テザー３２０は、電気的ケーブ
ル、液圧または空気圧ライン、あるいは吸引および洗浄ラインであり得て、そのいずれか
は装置３２２に更なる電力または作動を供給することができる。
【００８１】
　特定の実施形態において、オーバーチューブは、患者内への挿入を容易にする多少の柔
軟性を呈する、比較的に固いチューブであるものと理解される。代替的実施形態において
、オーバーチューブは、液圧または空気圧ラインの操作のために、チューブの主軸に対し
て垂直な充分な剛性を提供するのに充分なほど硬く設計される。更に、オーバーチューブ
内のワイヤ管腔またはテザー管腔の中にテザーを配置することは、オーバーチューブの内
部管腔をテザーから自由に保つことに役立ち、このことによりオーバーチューブを通す様
々な装置の挿入を容易にするものと理解される。
【００８２】
　図１３乃至図２０Ｂに示すような様々な装置の挿入、配置および回収の実施形態ととも
に、上記の参照によって援用される様々な出願において記載される配置可能な生体内装置
、様々なロボット装置および処置を含む、多くの異なる医療装置、コンポーネントおよび
処置を用いることができるものと理解される。すなわち、１つ以上の医療装置の挿入、配
置および／または回収を提供するために、様々な装置の挿入、配置および回収の実施形態
を用いることができるので、上記の開示され参照によって援用される様々な装置および処
置を含む、体腔内で用いるための任意の種類の処置または関連する装置を、その空間内に
挿入、配置、および／または空間から回収することができる。
【００８３】
　好ましい実施形態を参照して本発明を説明したが、本発明の精神と範囲から逸脱するこ
となく形態および細部の変更を行い得ることを当業者は認識する。
付記１．　体腔空間支持装置であって、
　（ａ）患者の体の腔内に配置されるように構成された第１膨張式本体と、
　（ｂ）前記第１膨張式本体に操作可能に連結された第１膨張機構と
を備えることを特徴とする体腔空間支持装置。
付記２．　前記第１膨張式本体が、膨張した構成へと膨張可能であることを特徴とする付
記１に記載の装置。
付記３．　前記膨張した構成が、略円筒形の形状を含むことを特徴とする付記２に記載の
装置。
付記４．　前記膨張した構成が、略ドーナツ状の形状を含むことを特徴とする付記２に記
載の装置。
付記５．　前記患者の体の腔内に配置されるように構成された第２膨張式本体を更に備え
ることを特徴とする付記１に記載の装置。
付記６．　前記第１膨張機構が、前記第２膨張式本体に操作可能に更に連結されることを
特徴とする付記５に記載の装置。
付記７．　前記第２膨張式本体に操作可能に連結された第２膨張機構を更に備えることを
特徴とする付記５に記載の装置。
付記８．　前記第１膨張機構が、患者のポート、切開または生理的開口部を通して、前記
第１膨張式本体に操作可能に連結されることを特徴とする付記１に記載の装置。
付記９．　折り畳み式の体腔空間支持装置であって、
　（ａ）第１リンクと、
　（ｂ）前記第１リンクにヒンジ式に連結される第２リンクと、
　（ｃ）前記第２リンクにヒンジ式に連結される第３リンクと
を備え、前記支持装置は、折り畳まれた構成と展開された構成とを有するように構成され
ていることを特徴とする体腔空間支持装置。
付記１０．　少なくとも５つの更なるリンクを更に備え、前記５つの更なるリンクの各々
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が、第１、第２、第３のまたは更なるリンクのうちの少なくとも１つにヒンジ式に連結さ
れることを特徴とする付記９に記載の装置。
付記１１．　前記展開された構成が、処置用空間を規定することを特徴とする付記９に記
載の装置。
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